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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１２月２日（月） １７時１５分ごろ 

発生場所 北太平洋北マリアナ諸島マウグ島の東島北西方 

 （概位 北緯２０°０１.５′ 東経１４５°１３.９′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ヨット ＢＥＬＬＥＶＵＥ
ベ ル ビ ュ ー

、１９トン 

 ２３５－５０２７６神奈川、有限会社ＴＨＣ 

 １１.６８ｍ（Lr）×７.８１ｍ×２.５４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、７２.００kＷ（合計）、平成２４年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１７年７月２２日 

  免許証交付日 平成２２年６月９日 

         （平成２７年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過  

 

本船は、船長及び乗組員Ａが乗り組み、北太平洋北マリアナ諸島マ

ウグ島の入り江における水深約２０ｍの投錨地点において、船長がコ

クピットで操舵に就き、乗組員Ａが船首にある揚錨機を操作して投錨

したところ、投錨地点の目印としてダンフォース型アンカーに結んで

いたロープ（以下「本件ロープ」という。）及びブイ（以下「本件ブ

イ」という。）が水面下になったため、転錨しようとして揚錨してい

た。 

本船は、船長が船位を保つために両舷主機を適宜に使用していたと

ころ、平成２５年１２月２日１７時１５分ごろ、右舷船尾付近から異

音を発し、右舷主機が停止した。 

船長は、右舷主機の操縦レバーを中立として始動したものの、クラ

ッチを嵌
かん

合させれば、主機が停止するので、絡索したものと思った。 

本船は、圧流されて船尾方の水上岩に接近したので、船長が乗揚を

回避しようとして左舷主機の操縦レバーを前進としたところ、右回頭
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してマウグ島の東島北西方の岩場に乗り揚げた。 

船長は、満潮を利用して自力離礁することを考えたが、本船が波浪

により、暗礁と擦れ、右舷船体に破口が生じて浸水していることを見

て断念し、海上保安庁等へ救助を要請した。 

船長及び乗組員Ａは、３日１４時３０分ごろ来援した海上保安庁の

回転翼機によって吊
つ

り上げ救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 無風、視界 良好 

海象：波高 約０.２～０.３ｍ、潮流 南流約１.５ノット 

 その他の事項 本船は、ＦＲＰ製の下部船体を細長くした両舷の船体及び船体を連

結した船体中央部で構成され、両舷の船体の船尾部にそれぞれ主機及

び推進器を備えた外洋ヨットであった。 

本船は、水深約２０ｍの投錨地点に錨鎖を連結した重さ３０kg のダ

ンフォース型アンカーを投入していた。 

本件ロープは、直径約１０mm、長さ約１７ｍであった。 

船長は、本件ブイを浮かべておくことにより、投錨地点の確認、走

錨の把握が可能なものと思っていた。 

船長は、本船を上架した際に網等が推進軸へ絡んでいることを見た

ことがあったが、絡索して主機が停止した経験はなく、海面にある本

件ロープが絡索するとは思っていなかった。 

マウグ島は、北島、東島及び西島で構成され、３島に囲まれた海域

が入り江となっており、岩が多く、水深２０ｍ以深の深度勾配が急で

あり、錨かきが良い底質が砂の投錨地点は、限られていた。 

船長は、マリーナ関係者から北マリアナ諸島海域航行時の中継点と

してマウグ島が錨泊に使用されている旨の話を聞いていたが、具体的

な投錨地点を知らなかった。 

船長は、約１年半前に本船を購入した後、２回の投錨経験があっ

た。 

本船では、揚錨時、ふだん、乗組員Ａが本件ブイを船内へ揚収した

後、船長が錨を巻き揚げていたが、本事故時、乗組員Ａが水面下にあ

ったブイを回収できなかったものの、船長が錨を巻き揚げていた。 

船長及び乗組員Ａは、錨鎖の伸びている方向及び本件ブイの位置に

ついて、情報共有していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、マウグ島の入り江において、転錨しようとして揚錨作業

中、ダンフォース型アンカーに連結した本件ロープが右舷推進軸に絡

んだことから、潮流に圧流されて船尾方の水上岩に接近し、船長が、

水上岩への乗揚を回避しようと思い、左舷主機の操縦レバーを前進と

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88
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したところ、右回頭してマウグ島の東島北西方の岩場に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、マウグ島の入り江において、転錨しようとして

揚錨作業中、ダンフォース型アンカーに連結した本件ロープが右舷推

進軸に絡んだため、潮流に圧流されて船尾方の水上岩に接近し、船長

が、水上岩への乗揚を回避しようと思い、左舷主機の操縦レバーを前

進としたところ、右回頭してマウグ島の東島北西方の岩場に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・錨泊する場合は、水路調査を行っておくこと。 

・海面にロープがある状態で推進器を使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


